
令和４年度 

 第３回志布志市総合教育会議 

 

令和５年２月８日（水） 

午前９時～午前 10 時予定 

志布志庁舎４階 庁議室 

 

＜ 会 次 第 ＞ 

 

１ 開 会 

 

２ 市長あいさつ 

 

３ 協 議  

   今後の組織機構再編の見通しについて 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 

 





職  名 氏　　名 備　　考

1 市  　長 下 平 晴 行

2 教育委員 松 原 治 美

3 教育委員 島 津 陽 亮

4 教育委員 津 町 千 代 子

5 教育委員 益 田 裕 子

6 教 育 長 福 田 裕 生

7 副 市 長 溝 口 猛

8 総務課長 小 山 錠 二

9 教育総務課長 萩 迫 和 彦

10 教育総務課長補佐 児 玉 雅 史

11 教育総務課長補佐兼施設係長 福 元 義 仁

12
教育総務課長補佐

（学校給食センター次長）
田 之 口 俊 博

13 学校教育課長 上 木 勝 憲

14 学校教育課参事兼指導係長兼指導主事 池 之 上 敬 一

15 学校教育課長補佐兼学校教育係長 高 野 利 彦

16 生涯学習課長 江 川 一 正

17 生涯学習課参事兼指導主事 瀬 戸 川 裕 作

18 生涯学習課長補佐兼生涯学習係長 河 野 尚 仁

19 生涯学習課長補佐 小 村 美 義

20 生涯学習課文化財管理室長 上 田 義 明

21 生涯学習課長補佐兼図書館管理係長 本 田 博 文

22 総務課長補佐 下 出 克 也

23 総務課主幹兼行政改革推進係長 畑 山 浩 一 郎

令和４年度　第３回志布志市総合教育会議　出席者名簿

事務局
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   志布志市総合教育会議設置要領 

 

（設置） 

第１条 市長と教育委員会が、円滑に意思疎通を図り、教育の課題及び目指す

姿等を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的に教育行政を推進

していくため、志布志市総合教育会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第

162号）第１条の４第１項の規定により、次に掲げる協議及び事務の調整等

を行う。 

  志布志市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策

定に関すること。 

  志布志市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた

教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に構ずべき施策に関すること。 

  児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ず

るおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関する

こと。 

（構成員） 

第３条 会議は、市長及び教育委員会（以下「構成員」という。）をもって構

成する。 

（会議） 

第４条 会議は、市長が招集し、必要に応じて開催する。 

２ 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料

するときは、市長に対し協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求め

ることができる。 

３ 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員

は、その調整の結果を尊重しなければならない。 

４ 会議の議長は、市長をもって充てる。 

（意見聴取） 

第５条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者

又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関し

て意見を聴くことができる。 

（会議の公開） 

第６条 会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、この限りでない。 

  個人の秘密を保つため必要があるとき。 
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  会議の公正が著しく害されるおそれがあるとき。 

  前２号に掲げるもののほか、公益上特に必要があるとき。 

（議事録） 

第７条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表

するものとする。 

２ 議事録の公表は、会議に出席した構成員及び意見聴取した者による議事内

容の確認後、前条ただし書きにより公開しないとした部分を除き、市の窓口

において閲覧に供し、かつ、市のホームページに掲載することにより公表す

るものとする。 

（庶務） 

第８条 会議の庶務は、総務課において処理する。 

 （その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議

に諮って定める。 

附 則 

この要領は、平成27年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年５月19日から施行する。 
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（資料１）
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4Ｇ

51Ｇ

98係

45係

42係

11係

98係

松山支所 3課  

合計 27課 9室

松山支所

合計

1課

21課

有明支所 3課 9Ｇ

51Ｇ

本庁 17課 38Ｇ

R4.4.1現在

27課 9室

本庁 13課 5室

有明支所 11課 4室

総務施設Ｇ

危機管理、
消防交通担当

給食センターＧ 管理担当

見直し案

本庁　志布志支所

総　務　課 教育総務課

人事、文書法制、
行政改革担当

総務、施設担当行政Ｇ

学校教育Ｇ

契約、管財担当契約管財Ｇ ＰＴＡ、子ども会、家庭教育、
青少年業務担当社会教育Ｇ

危機管理Ｇ

図書館Ｇ 管理担当

財　務　課
教育振興課

財政担当財政Ｇ
指導業務担当

電算、デジタル化担当デジタルＧ 議会事務局

議会Ｇ 議事、
調査管理担当

総合政策課
学校職員、健康診断、
管理担当政策推進、

地域政策担当
学事Ｇ

政策Ｇ

地域コミュニティＧ

選挙管理委員会事務局 書　　記

ダイバーシティ担当ダイバーシティＧ

広報、統計担当広報統計Ｇ

コミュニティ推進課
監査委員事務局 書　　記

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ、生涯学習、ｺﾐｭﾆ
ﾃｨｾﾝﾀｰ、文化施設担当担当

17課 38Ｇ

水産振興、漁港担当

上水、下水担当工務Ｇ

上下水道課
シティセールス課

上水、下水担当業務Ｇ
商工、観光担当

総務、地域振興担当

港湾振興担当

地域振興Ｇ

みなと振興Ｇ

みなと振興課

有明支所

企業立地、雇用担当企業立地Ｇ

総務市民課

指定・埋蔵文化財担当文化財Ｇ

管理、土木担当建設Ｇ

市民環境課

住民異動、年金、税務、
環境担当

税　務　課

市民税務Ｇ

市民税、
固定資産税担当

賦課Ｇ

福祉、保健担当福祉保健Ｇ

農政耕地課

水産振興Ｇ

生産流通、茶業、
畑かん担当

作物振興Ｇ

環境政策、浄化槽担当環境政策Ｇ

収納管理、
滞納整理担当

収納Ｇ

農業振興担当農地・担い手Ｇ

福祉保健課（福祉事務所）

高齢者福祉、介護保険、
地域支援、障害福祉担当

高齢・介護・障害Ｇ

畜産振興・指導担当畜産Ｇ

住民異動、年金担当 （農業サポートセンター）市民年金Ｇ

農地整備、林務、
災害復旧担当

生産基盤Ｇ

母子保健・児童福祉Ｇ

農業委員会事務局国保、後期医療、
保健対策担当

国保・後期医療保険Ｇ

市民税務Ｇ

農地担当農地Ｇ

地域振興Ｇ

住民異動、年金、税務、
環境担当

3課 9Ｇ

松山支所

総務市民課

総務、地域振興担当

建築、住宅管理担当建築住宅Ｇ

都市計画、公園、
土地開発公社担当

都市計画Ｇ

1課 4Ｇ

福祉、保健担当福祉保健Ｇ

農政耕地分室

農政畜産、耕地、林務、
農業委員会担当

農政耕地Ｇ

農政、畜産、土木、耕地、
林務、農業委員会担当

産業建設Ｇ

商工観光Ｇ

特産品、
ふるさと納税担当

特産品Ｇ

文化・スポーツ振興担当文化・スポーツ振興Ｇ

再編後

21課

会　計　課

会計担当会計Ｇ

（まるごと相談窓口）

建設課

道路維持、建設、
用地担当

道路建設Ｇ

（道路相談窓口）

生活保護・生活困窮、
社会福祉、重層的支援担当

生保・生困・社会福祉Ｇ

母子・児童福祉、健康支援、
子育て支援担当

【取扱注意】 （資料２）

（
資
料
２
）

【
取
扱
い
注
意
】

(公共施設担当)
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【グループイメージ】 

・係廃止により事務分掌を課単位で設定し、係単位での仕事から課全体の仕事とする。 

・ピラミッド構造の組織からフラットな組織へ。 

・課長補佐職をグループ長として実務担当者に組み込み、各分野の取りまとめ役としてサブ

リーダーを配置。 

・職員は課全体のスタッフとして主担当の事務を行いながら他の事務にも関るとともに、繁

忙期には課長の判断により配置を柔軟に対応する。 

 
（現 状）課長⇒課長補佐⇒係長        （グループ制）課長⇒グループリーダー 

（グループの配置は課長権限） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                         ※リーダーは課長補佐級、 

サブリーダーは係長級 

 
【メリット】 
・ 所属長による横断的、機動的な配置が可能で、業務等への迅速な対応が可能となる。 

・ 課内での繁閑状況や優先度により柔軟に人員調整が可能で、繁忙期の職員負担が軽減される。 

・ 課内の幅広い業務を行うことにより職員の知識拡大や能力向上が図られる。 

・ グループ化による職員の集約により、多様な視点で業務の変革が進められる。 

 
【デメリット】 

・ 業務の割り当てがなくなることによる、積極性の高い一定職員への業務の偏り。 

・ 流動的な人事により個々の職員の役割や責任が不明瞭となることや、進捗管理やチェック機

能が低下する。 

 
【課題】 

・ 指揮命令系統の確保、日頃からの他業務への理解、情報共有が必要。 

・ 社会情勢の変化や行政需要の多様化により横断的な取り組みが必要。 

・ 流動的な人事を行うために核となる職員の育成が必要。 

 

 

課 長

リ ー ダ ー

サブリーダー

サブリーダー

グ ル ー プ 員

グ ル ー プ 員

グ ル ー プ 員

リ ー ダ ー

サブリーダー

グ ル ー プ 員

グ ル ー プ 員

グ ル ー プ 員

 

課 長

課長補佐

係 長

係 員

係 員

係 長

係 員

係 員

室 長

係 長

係 員

係 員

（資料３）
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